
 

本市外郭団体「株式会社横浜港国際流通センター」の 

経営改革に関する方針案について 
 

 

 

「横浜市外郭団体等経営改革委員会」から昨年９月に出された提

言に対する方針案を決定しましたので、報告します。  

  

１ 経営改革委員会からの提言の要旨

経済観光・港湾委員会資料

平 成 ２ ３ 年 ２ 月 1 5 日

港 湾 局

 
 

民間主体の運営が望ましい団体
 

① 民間主体の運営への移行を含めた経営改革方針を決定するこ

と。 

② 組織運営と人材登用に関する施策を 22 年度中にとりまとめる

こと。 

特に、業務内容や事業規模に比して役員や管理職の数が過大で

あり、速やかにその適正化を図ること。 

 

２ 方針案の概要  
 

次期協約期間内（平成 23 年度から 25 年度まで）に経営改革

を進めるとともに、「国際コンテナ戦略港湾」として横浜港の競

争力強化策の中で、㈱横浜港国際流通センターを含めた本市港

湾関係団体の方向性を確定していきます。 
 

① 本市が関与しながら、安定的な資金調達の枠組みを構築する

とともに、営業力の強化や組織体制の合理化等を進め、経営

改革を実現します。 

② （財）横浜港埠頭公社の民営化による新たな港湾の管理運営

体制を構築する中で、㈱横浜港国際流通センターも含め、本

市港湾関係団体の一体経営など、方向性を確定します。 

 

３ 今後のスケジュール 

本年６月を目処に次期協約を策定するため、協約項目や数値目標

等について団体と協議を進めます。 

 

 

【参考】 

港湾局が所管する「（財）帆船日本丸記念財団」「横浜ベイサイドマリー

ナ㈱」「（財）横浜港埠頭公社」は、現在、経営改革委員会にて審議中です。 
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